
【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 134,989 千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 946,502 千円

(単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 地方消費税交付金
(社会保障財源分) その他

社会福祉一般経費
高齢者福祉施設指定管理委託事業、社会福祉協
議会運営補助事業、福祉団体補助事業等 39,018 1,730 10,724 26,564

老人福祉一般経費 敬老事業、老人保護措置費、福祉タクシー事業等 2,807 596 1,908 87 216

障害者支援事業 障害福祉サービス給付事業等 320,515 233,142 642 24,945 61,786

児童福祉一般経費 児童手当、出生祝金支給事業 134,305 122,922 3,274 8,109

国民健康保険事業費 繰出金 72,543 48,274 6,980 17,289

介護保険事業費 繰出金 204,620 11,773 55,465 137,382

後期高齢者医療事業費 繰出金 40,371 30,279 2,903 7,189

福祉医療費一般経費 福祉医療費給付事業 51,157 19,639 9,065 22,453

予防一般経費
予防接種事業、集団健康診査事業、町民ドック、各
種検診事業等 71,712 1,335 4,909 18,829 46,639

母子保健一般事業 妊婦・乳幼児健診事業、養育医療給付事業 9,454 7 2,717 6,730

946,502 467,967 9,189 134,989 334,357

※決算額に、事務費及び事務職員の人件費は含まれません。

地方消費税率引き上げ分における使途の明確化について

　平成２６年４月から、国と地方を合わせた消費税の税率が５％から８％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、
社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　佐久穂町では、令和２年度決算における地方消費税引き上げ増収分１３４，９８９千円を、以下の事業に充当しました。
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